
みえの食セレクション

申請前研修
雇用経済部県産品振興課



説明資料の内容

(1) 商標登録について ⇒ 【別資料】

(2) みえの食セレクション選定申請調書について

(3) みえの食セレクション申請に係る提出書類
について



(2)   選定申請調書 P.1

企業HPのトップページ
につながるURLを記入してください。



(2)-1 選定申請調書 P.5

申請しようとする商品がすでに他者によって
商標登録されている場合、商標権の侵害に
あたりますので、必ず確認を行ってください。

※参考
・知財総合支援窓口

https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/mie/
・特許情報プラットフォーム
（商標に関する出願・登録情報や商品・役務名等を検索
できるツール）

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0100



(2)-2 選定申請調書 P.5

食品の製造、加工、販売をするためには、
一部の場合を除き、営業許可の取得や届出
を行う必要があります。

※営業許可についてご不明な点がある場合は、
所轄の保健所までお問い合わせください。

※参考
・三重県HP
https://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/shokuhinsou
dan/35449030837.htm
・所轄する保健所（衛生指導課）
https://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/shokuhinsou
dan/35462030850.htm



(2)-3 選定申請調書 P.6

原則、食品の製造、加工、販売を行う全て
の事業者が、衛生管理計画を作成する必要
があります。

※HACCPに沿った衛生管理についてご不明な点
がある場合は、所轄の保健所までお問い合わせ
ください。

※参考
・三重県HP
https://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/p001530000
9.htm
・所轄する保健所（衛生指導課）
https://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/shokuhinsou
dan/35462030850.htm



(2)-4 選定申請調書 P.6

※食品表示についてご不明な点がある場合は、
所轄の保健所までお問い合わせください。

※参考
・三重県HP
https://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUA/HP/69482043414
.htm
・所轄する保健所（衛生指導課）
https://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/shokuhinsou
dan/35462030850.htm

食品表示は、消費者が食品を購入すると
き、食品の内容を正しく理解するための重要
な情報源となっていますので、適切に表示し
ましょう。



(2)-5 選定申請調書 P.6,7

※景品表示法についてご不明な点がある場合は、
三重県消費生活センター（059-224-2400）までお
問い合わせください。

※参考
・消費者庁HP
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/
fair_labeling/

商品の品質や規格等について、実際のも
のより著しく優良であると誤認される表示を
していませんか？



(2)-6 選定申請調書 P.7

※健康の保持増進効果についてご不明な点があ
る場合は、所轄の保健所までお問い合わせくださ
い。

※参考
・消費者庁HP
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/
extravagant_advertisement/
所轄する保健所（健康増進課）
https://www.pref.mie.lg.jp/s_kencho/KENCHO/index.h
tm

健康の保持増進効果等について、著しく事
実に相違する又は、著しく誤認させるような
表示になっていませんか？



(2)-7 選定申請調書 P.5～7

★注意★

商標登録・食品表示・景品表示・健康保持増進効果等表示は、
「みえの食セレクションに応募するから確認する」ものではなく、
商品として取り扱うにあたって必ず確認しておくべき内容です。

あくまでも事業者の皆さまの責任により対応していただくものとなり
ますので、その点を十分にご理解のうえ、各項目に記入してください。



(3)-1 提出書類

（１）みえの食セレクション選定申請書（様式第1号）：１部 ★

（２）みえの食セレクション選定申請調書（様式第2号）：１部 ★

（３）誓約書（様式第3号）：１部 ★

（４）申請者の概要が分かる書類 ア、イ：各１部 ★
※イについて、電子データがない場合は、郵送にて１４部ご提出ください。

ア）【法人】登記簿謄本の写し（過去６ヶ月以内に発行のもの）
【法人以外の団体】代表者の住民票の写し（過去６ヶ月以内に発行のもの）
【個人】申請者の住民票の写し（過去６ヶ月以内に発行のもの）

イ）申請者の事業内容等が分かる書類（会社案内等）

★は提出必須書類

詳細は別ページで説明



(3)-2 提出書類

（５）選定を受けようとする県産品の概要が分かる書類（商品カタログ、チラシ等）
：１部 ★
※電子データがない場合は、郵送にて１４部ご提出ください。

（６）FCP展示会・商談会シート：１部（参考：項目補足シート） ★

（７）生産物賠償責任およびリコール費用に係る保険に加入していることが分かる
資料の写し：１部 （加入している場合）

（８）商品の安全対策における、トラブル発生時の対応マニュアル等、取組内容が
分かる資料：１部 ★

★は提出必須書類



(3)-2 提出書類

（９）商標登録証の写し
：１部（選定を受けようとする県産品が商標登録を行っている場合）

（10）選定を受けようとする県産品にかかる営業許可の取得又は届出を行っている

ことが分かる資料の写し：１部 ★

（11）HACCPに係る衛生管理計画およびその実際の記録の写し：１部 ★

★は提出必須書類



(3)-3 提出書類

（12）選定を受けようとする県産品の容器包装全体および食品の一括表示が
分かるもの（現物・画像可）：１部 ★
※画像の場合は、食品表示が分かる明瞭なもの

（13）食味審査会用レシピ：１部 ★

（14）納税証明に関する書類（過去６ヶ月以内に発行のもの） ア、イ：各１部 ★
※三重県内に本支店や営業所がある事業者はア、イ両方。
その他の事業者はイのみ。

ア）三重県の県税事務所が発行する「納税証明書（県税に滞納がないことを
証明する内容）」の写し

イ）国の税務署が発行する「納税証明書その3 消費税および地方消費税」
の写し

★は提出必須書類



おわりに

◆例年、チェック項目のチェック漏れや、記述項目の空欄が散見され
ます。記入箇所に漏れがないかご確認のうえ、ご提出をお願いします。

◆みえの食セレクションの申請にあたりご不明な点がございましたら、
お気軽に下記までご連絡ください。

三重県 雇用経済部 県産品振興課 県産品販売促進班
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
TEL 059-224-2336 FAX 059-224-3024
MAIL syokusan@pref.mie.lg.jp


